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四
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長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
ロ
シ
ア
二
百
海
里
内
の
サ
ケ
・
マ
ス
流
し
網
漁
を
来
年
か
ら
禁
止
す
る
法
案
が
成
立
さ
れ
る

ま
で
に
政
府
が
お
こ
な
っ
た
対
応
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
ロ
シ
ア
二
百
海
里
内
の
サ
ケ
・
マ
ス
流
し
網
漁
を
来
年
か
ら
禁
止
す
る
法
案
が
成
立
さ

れ
る
ま
で
に
政
府
が
お
こ
な
っ
た
対
応
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
報
道
は
承
知
し
て
い
る
。
個
々
の
新
聞
記
事
の
内
容
に
関
し
、
政
府
と
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
差
し
控
え

た
い
が
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
六
八
号
）
二
及
び
四
に
つ
い
て
、
先
の
答
弁

書
（
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
八
三
号
）
一
に
つ
い
て
及
び
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
七
月

十
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
〇
三
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
を
始
め
、
政
府

と
し
て
粘
り
強
く
働
き
か
け
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
最
大
限
の
努
力
を
行
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

漁
業
協
力
は
日
露
関
係
の
重
要
な
協
力
分
野
の
一
つ
で
あ
り
、
日
本
政
府
と
し
て
、
我
が
国
漁
業
者
が
操
業
を
継
続
で
き

る
よ
う
、
ロ
シ
ア
側
に
累
次
に
わ
た
り
働
き
か
け
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
御
指
摘
の
法
案
が
成
立
し
、
ロ
シ
ア
連
邦
の

二
百
海
里
水
域
に
お
い
て
、
我
が
国
漁
業
者
が
従
来
の
漁
法
を
用
い
た
操
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
極
め
て

残
念
で
あ
る
。

一



七
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
漁
業
の
分
野
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の

間
の
協
定
（
昭
和
六
十
年
条
約
第
四
号
）
に
基
づ
く
操
業
を
始
め
と
す
る
日
露
の
漁
業
協
力
に
つ
い
て
、
適
切
に
対
応
し
て

い
く
。
ま
た
、
北
海
道
道
東
地
域
を
中
心
に
、
地
元
の
水
産
関
連
産
業
へ
の
大
き
な
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
地

の
状
況
と
関
係
者
の
意
向
を
把
握
し
、
関
係
府
省
で
連
携
し
つ
つ
、
万
全
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二


